
三菱汎用ACサーボ 

セールスとサービス 

 

発行 

日付 
2008年12月 

件 

名 

汎用ACサーボ新EU電池指令対応による 

分別回収マーク表示追加のお知らせ 

(追記) 

三菱電機株式会社名古屋製作所 
〒461-8670 
名古屋市東区矢田南5-1-14 ℡(052)721-2111大代表 

 

 

No.08-13A 

 

汎用ACサーボ新EU電池指令対応による 

分別回収マーク表示追加のお知らせ(改訂版) 

 

平素は、三菱汎用ACサーボ及び三菱機器製品に対し格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、2008年7月に、「汎用ACサーボ新EU電池指令対応による分別回収マーク表示追加のお知らせ」(No.08-13)

を発行致しましたが、このたび、技術資料集に表記する説明文と、MR-BATの対応方法を一部変更した内容を追記

致しましたので、改訂版として発行させて頂きます。改めて、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

本件につきましては、ご連絡が遅れましたことを深くお詫び致します。 

 

記 
 
１．対象機種 

バッテリ：MR-BAT 

※MR-J3BAT、MR-J2M-BTは対応済。 

 

２．暫定対策 

弊社出荷品が、新EU電池指令対応品に切替わる間、暫定的に下記のような対策を実施させて頂きます。 
 

① 分別回収マークの配布(即日対応) 

分別回収マークのシールを配布致します。 

分別回収マークをご希望の際は、弊社にお問合せ下さい。 
 

② MR-BAT梱包箱への分別回収マークの貼付(2008年12月生産より) 

出荷品の梱包箱に分別回収マークを貼り付けて出荷致します。 

 

なお、欧州新電池指令では、「電池，機器本体，または包装に，クロスドアウトダストビンマーク(以下、

シンボルマーク)を表示すること。」とあり、今回の暫定対策により欧州への輸送が可能となります。 

 

３．変更時期 

製品本体の対応につきましては2009年2月生産分より順次切り替えを実施致します。 

技術資料集への表記は、改訂時に順次実施致します。 

(注) 流通段階で変更前後の製品が混在する可能性があります。 

 

４．技術資料集への追記内容 

技術資料集(MR-J3/J2S/J2Mシリーズ)に記載する説明文を以下に示します。 

各機器のマニュアルに記載する説明文の参考にしてください。 
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